
大和市告示第１７３号 

大和市出産費用助成事業実施要綱を次のように定める。 

  平成２６年９月３０日 

大和市長 大 木  哲   

 

大和市出産費用助成事業実施要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、第３子以降の出産費用の一部を本市の予算の範囲内において助成すること（以

下「助成」という。）により、その世帯の経済的負担を軽減し、もって少子化対策の充実を図るこ

とを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。 

(1) 出産 第３子以降の子を妊娠２２週を超えて出産（死産を含む。）した場合をいう。 

(2) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。 

ア 健康保険法（大正１１年法律第７０号） 

イ 船員保険法（昭和１４年法律第７３号） 

ウ 国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号） 

エ 国家公務員共済組合法（昭和３３年法律第１２８号） 

オ 地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号） 

カ 私立学校教職員共済法（昭和２８年法律第２４５号） 

(3) 保険者 医療保険各法に規定する保険者をいう。 

(4) 被保険者等 医療保険各法に規定する被保険者若しくは組合員又は被扶養者をいう。 

（対象者） 

第３条 助成の対象者は、次に掲げる夫婦等とする。 

(1) 出産及び第５条の規定による申請（以下「申請」という。）をした日のいずれにおいても、次

に掲げる要件を満たす夫婦 

ア 法律上の婚姻をしていること。   

イ 当該申請に係る子を含め、同居する満１８歳未満の子を３人以上養育している（当該子を

監護し、かつ、その生計を維持していることをいう。）こと。 

ウ 当該夫婦及びその養育している子が、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）の規定



により本市の住民基本台帳に記録されていること（当該申請に係る子については申請した日

に本市の住民基本台帳に記録されていること。）。 

エ 被保険者等であること。 

オ 前年（１月から５月までの間において第５条の規定による申請をする場合は、前々年）の

所得（児童手当法施行令（昭和４６年政令第２８１号）第２条に規定する所得について、同

令第３条の規定により算出した額をいう。）の合計額が７，３００，０００円未満であるこ

と。 

カ 申請をした日において本市の市税等に滞納がないこと。 

 (2) その他市長が特に認める者 

（助成額） 

第４条 助成額は、出産費用として医療機関又は助産院に対し実際に支払った額から次に掲げる額

を控除した額の２分の１以内とし、５０，０００円を限度とする。ただし、１，０００円未満の

端数があるときは、これを切り捨てる。 

(1) 保険者が１人の子の出産につき助成する出産育児一時金、出産育児一時金付加金等（以下「出

産育児一時金等」という。） 

(2) 保険者が医療保険各法の規定及び保険者独自の規定に基づき負担する高額療養費等（以下「高

額療養費等」という。） 

(3) 入院時の差額ベッド代 

（交付申請） 

第５条 助成金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、大和市第３子以降の出

産費用助成金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、

申請者の同意を得た上で本市においてその内容が確認できる場合、当該書類の提出を省略するこ

とができる。 

(1) 医療機関又は助産院が発行する出産費用の領収書及び診療報酬明細書の写し 

(2) 夫婦それぞれの健康保険証若しくは組合員証又はそれらの写し 

(3) 出産育児一時金等の額を証する書類の写し 

(4) 高額療養費等の額を証する書類の写し（保険者が高額療養費等を負担する場合に限る。） 

(5) その他市長が必要と認める書類 

２ 申請者は、出産した日の属する月の翌月から起算して６月までの期間内に、申請しなければな

らない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。 

（交付決定等） 



第６条 市長は、申請者から前条第１項の規定による申請を受理したときは、速やかにその内容を

審査し、助成金の交付の可否を決定し、大和市第３子以降の出産費用助成金（交付・不交付）決

定通知書により、当該申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、当該交付決定に係る申請者の指定

する金融機関の口座に助成金を振り込むものとする。 

（助成金の返還等） 

第７条 市長は、申請者が偽りその他不正な行為により助成金の交付を受け、又は受けようとした

ときは、助成金の交付決定を取り消し、又は交付した助成金の全部若しくは一部を返還させるこ

とができる。  

（様式） 

第８条 この要綱において使用する様式は、別表に掲げるとおりとし、その内容は別に定める。 

（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２６年１０月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の規定による助成は、施行日以後に出産した子に係る出産費用について適用する。 

 

  



別表（第８条関係） 

様式番号 様式の名称 関係条文 

第１号様式 大和市第３子以降の出産費用助成金交付申請書 第５条 

第２号様式 大和市第３子以降の出産費用助成金（交付・不交付）決定通知書 第６条 

 

 


